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河合町まちづくり基本条例
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第４章 情報の公開と共有（第９条、第１０条）

第５章 参画と協働のまちづくり（第１１条－第１５条）

第６章 住民自治（第１６条－第１９条）

第７章 生涯学習及び文化のまちづくり（第２０条、第２１条）

第８章 町議会並びに執行機関及び町職員の役割と責務（第２２条－第２５

条）

第９章 町政運営（第２６条－第３５条）

第１０章 町民投票（第３６条）

第１１章 連携（第３７条）

第１２章 条例の位置づけ及び見直し（第３８条－第４０条）

附則

私たちのまち河合町は、古くは旧石器時代から人々の生活が営まれ、大塚山古

墳群、廣瀬神社などの歴史的・文化的遺産をはじめとした、万葉集にも歌われた

豊かな自然に囲まれた町です。

大和川の水運を利用した産業や、高度経済成長を背景とした西大和ニュータ

ウンの開発により、都市圏を支えるベッドタウン・田園都市として発展しました。

また、神社や祭りなど、先人が築いた貴重な伝統・文化を受け継ぎ、大切に育ん

できました。

近年では、少子高齢化やＩＣＴ化の進展、生活の多様化といった社会情勢の変

化により、新たなまちづくりの在り方が問われています。そのためには、町民に

よる住民自治と町議会・行政による団体自治が有機的に連携し、持続可能な地域

社会を形成する必要があります。

すでに、子どもたちの見守り活動や防犯・防災活動など安心安全に生活できる

環境づくりやボランティア活動が各地域で活発に行われていますが、これから

も先人たちが培ってこられた河合町の歴史を尊重し、次代を担う子どもたちが

誇れる町とするため、人と人が世代を超えて繋がり、町民と町議会、行政が協働

してまちづくりを進め、次世代へ引き継いでいかなければなりません。
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私たちは、河合町のまちづくりの理念を明らかにし、参画と協働を基本として、

町に関わる全ての人が主体になるまちづくりの最高規範として、ここに河合町

まちづくり基本条例を制定します。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、河合町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則、

町民の権利、役割及び責務並びに町の役割及び責務を明らかにするとともに、

まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民を主体とした個

性豊かで活力ある持続可能な地域社会の実現及び町民の福祉の向上を図るこ

とを目的とします。

（用語の定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号

に定めるところによります。

（１） 町民 町内に居住する者、町内で働く者や学ぶ者、町内で事業活動

その他の活動を行う者及び町に利害を有する者又は関心のある者を

いいます。

（２） 町 町議会及び町の執行機関をいいます。

（３） 執行機関 町長を含む町の行政事務を執行する機関をいい、「行政」

ともいいます。

（４） 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等のまちづくりの過

程に、町民が主体的に関わることをいいます。

（５） 協働 町民及び町が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの自主

性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組

むことをいいます。

（６） まちづくり 時代に沿った住みよく持続可能な地域社会をつくるた

めの取り組みをいいます。

（７） 町民公益活動団体 町民による自発的かつ自主的な意思に基づき、

広く社会的課題の解決やまちづくりを目的とした非営利で公益的な

活動を行う団体をいいます。

（８） 地域自治団体 一定のまとまりのある区域内の多様な主体で構成さ

れる地域自治を担う団体をいいます。

（９） 多様な主体 大字及び自治会等をはじめ、地域自治団体、町民公益

活動団体、事業者のほか、まちづくりに参加する個人等をいいます。

第２章 基本理念及び基本原則
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（基本理念）

第３条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により、住民自治の確立を目指した

まちづくりを推進します。

（１） 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、

子どもから高齢者まで、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属

性にかかわらず、安心して安全に暮らすことができる持続可能なまち

をつくります。

（２） 町民及び町が、それぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公

正で自立した町民主体の町政を行うまちをつくります。

（３） 町民及び町は、先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境

を守り伝え、次世代を担う子どもたちに誇ることができる持続可能な

まちをつくります。

（４） まちづくりに当たっては、地域の特性と自主性を尊重した民主的に

運営される住民自治を基本とします。

（基本原則）

第４条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治及びまちづくり

を推進します。

（１） 参加、参画と協働の原則 町民は、自治の主体として町政に参加、

参画するとともに、公共的課題の解決に当たっては、町民及び町が協

働して取り組みます。

（２） 補完性の原則 まちづくりはより身近なところから協議や決定、実

践を行い、それぞれの適切な役割分担により補完します。

（３） 情報共有の原則 町が持つ町政情報及び町民が持つ公益情報が公開

され、町民同士又は町民と町は、まちづくりに必要な情報の共有を行

うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たします。

（４） 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた健全

かつ持続可能な行政経営を行うとともに、まちづくりに当たっては、

地域の特性と自主性を尊重した民主的に運営される住民自治を基本

とします。

（５） 環境との共生の原則 自然やまちの歴史遺産等を守り、環境との共

生を図ります。

（６） 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづく

りを進めます。

第３章 町民の権利と役割、責務

（町民の権利）

第５条 町民は、まちづくりの主体として、町政に関する情報を知る権利及び町
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政に参加、参画する権利を有します。

２ 町民は、個人として尊重され、公正な行政サービスのもと安全で安心な生活

を営む権利を有します。

３ 前２項に規定する町民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重

され、その権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けません。

（町民の役割と責務）

第６条 町民は、持続可能なまちづくりのため、自らがまちづくりの主体である

ことを認識し、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、

参画するように努めなければなりません。

２ 町民は、町と協働し、連携しながら、安全、安心に暮らせるまちづくりに取

り組まなければなりません。

３ 町民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の

発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。

４ 町民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとします。

（子どもの権利）

第７条 子ども（１８歳未満の町民をいいます。以下同じ。）は、地域社会の一

員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまち

づくりに参加、参画することができます。

２ 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加、参画する機会の充実に努めなけ

ればなりません。

３ 町民及び町は、子どもの主体性を尊重するとともに、子どもが健やかに育ち、

ふるさとを大切に思える環境づくりに努めなければなりません。

（事業者の役割と責務）

第８条 事業者は、地域社会を構成する一員として社会的な責務を自覚し、地域

社会との調和を図り、魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めなけれ

ばなりません。

２ 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境の保全に配慮するとともに、町民

が安心して生活できるまちづくりに寄与するよう努めなければなりません。

第４章 情報の公開と共有

（情報の公開と共有）

第９条 町は、町民の知る権利を保障するとともに、町政に関して町民に対する

説明責務を果たすため、別に条例で定めるところにより、町民の情報の開示

を請求する権利を明らかにし、町政に関する情報を原則として公開しなけれ

ばなりません。

２ 町は、保有する情報を適正に管理し、町民が必要とする情報の積極的かつ効

果的な提供に努めるものとします。
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３ 町は、町民への情報の公開及び提供に当たっては、広報紙、ホームページそ

の他多様な方法を活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で町民に

提供するものとします。

４ 町民及び町は、互いに自らの活動内容に係る情報の共有に努めるものとし

ます。

（個人情報保護）

第１０条 町は、町民の権利及び利益を守るため、別に条例で定めるところによ

り、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂

正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければなりません。

２ 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令

等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することがで

きるものとします。

第５章 参画と協働のまちづくり

（参加、参画の権利）

第１１条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有し

ます。

２ 町民は、まちづくりへの参加・不参加を理由として不利益を被ることはあり

ません。

（参加、参画と協働の制度）

第１２条 町は、まちづくり及び地域の公共的課題の解決について多様な主体

がその担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援

を行うとともに、町民同士並びに町民及び町が協働して取り組む機会の拡充

に努めるものとします。

２ 町民及び町は、まちづくりに関する自由な意見交換や熟議が行える場や機

会を設定し、町民同士又は町民と町が学びあい、交流や連携を促進する機会

をつくるよう努めるものとします。

（参画と協働のまちづくり）

第１３条 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくり

を推進しなければなりません。

２ 町民及び町は、相互に協働するときは、対等な関係を維持し、相互理解及び

信頼関係の構築に努めなければなりません。

３ 町民及び町は、まちづくりに参画するに当たり、互いの意見や活動を尊重

し、責任ある行動をとるよう努めなければなりません。

（審議会等への参加）

第１４条 町は、重要な条例の制定及び改廃並びに計画の策定及び改廃に当た

っては、適切な時期に多様な手段で町民の参加、参画を図るものとします。
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２ 町は、審議会等の委員を選任する場合は、原則として町民からの公募委員を

含めるものとします。

３ 町は、審議会等の会議について、法令等の定めのあるもの及び個人情報に関

係するものを除き、原則として公開するとともに、開催情報、会議の記録等

を公表するものとします。

（町民公益活動）

第１５条 町民は、町民公益活動団体を自ら立ち上げ、又は参加することにより、

新しい公共の担い手として活動することができます。

２ 町民公益活動団体は、社会的課題の解決やまちづくりのために多様な主体

と積極的に協働するよう努めるものとします。

３ 町長は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、その活動を

促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

第６章 住民自治

（住民自治）

第１６条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の区域において、町民

が積極的に地域課題に取り組み、町民が主体となったまちづくりを行う活動

をいいます。

（住民自治の原則）

第１７条 町民は、住民自治活動の重要性を認識し、相互理解に努めるとともに

自らも活動に参加するよう努めるものとします。

２ 町民は、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めるものとします。

３ 町長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、その活動に対して支援、そ

の他必要な措置を講じることができるものとします。

（まちづくり協議会）

第１８条 町民は、地域自治団体（以下「まちづくり協議会」といいます。）を

設置することができます。

２ まちづくり協議会は、当該地域の全ての町民に開かれたものとし、町及びそ

の他の組織と連携しながら地域の公共的課題の解決に向けたまちづくり活動

を行うものとします。

３ 町は、まちづくり協議会の自主性と役割を認識し尊重するとともに、まちづ

くり協議会の活動に対して協働のまちづくりを推進するための必要な支援、

その他必要な措置を講じることができるものとします。

４ まちづくり協議会に関して必要な事項は別に定めるものとします。

（大字及び自治会等）

第１９条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主

的に大字及び自治会等の活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決
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に向けて協力して行動するものとします。

２ 大字及び自治会等は、その役割と責任を自覚し、まちづくり協議会の主たる

担い手として、まちづくりに参画するよう努めるものとします。

３ 町民は、大字及び自治会等への加入に努めるものとします。

４ 町長は、大字及び自治会等の果たす役割を認識し、また、その自主性及び自

律性を尊重し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じることがで

きるものとします。

第７章 生涯学習及び文化のまちづくり

（生涯学習とまちづくり）

第２０条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画する

ための知識や考え方を学ぶため、生涯にわたって学習する権利を持っていま

す。

２ 町は、町民のまちづくりに関する多様な学習の機会を提供するとともに、学

習の機会を通してまちづくり活動への参加参画を促すよう努めなければなり

ません。

３ 町民及び町は、学習した成果をまちづくりに活かせるよう努めるものとし

ます。

（文化のまちづくり）

第２１条 町は、文化芸術を創造し享受することが町民の権利であることを認

識し、町民一人ひとりが自分に合った文化、芸術、スポーツ活動に親しむこ

とができる地域社会の実現に努めなければなりません。

２ 町民及び町は、文化財の重要性を認識し適切な保存活用に努め、文化財を生

み出した郷土の歴史や文化、自然環境を次世代に継承するよう努めなければ

なりません。

第８章 町議会並びに執行機関及び町職員の役割と責務

（町議会の役割と責務）

第２２条 町議会は、法令の定めるところにより、町民の信託に基づき選ばれ

た町議会議員によって構成される町の重要事項を議決する議事機関であり、

この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければなりません。

２ 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視し、

及び評価する権限を有します。

３ 町議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定

等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並び

に町政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有し

ます。

４ 町議会は、その権限を行使することにより、民主的な町政の発展と町民福
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祉の向上に努めなければなりません。

５ 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として本会議及び委員会を公開

する等、開かれた議会運営に努めなければなりません。

６ 町議会の会議は、討論を基本とし、議決に当たってはその議決責任を深く

認識し、町民に対して説明する責任を有します。

７ 町議会は、町民参画を推進するため、積極的な情報公開と情報発信に努め、

必要に応じ議会報告会を開催するなど、町民との対話の場を設け、広く意見

を求め、町民の声が政策に反映されるよう努めなければなりません。

８ 町議会の組織、活動等の基本事項に関しては、別に定めます。

（町議会議員の役割と責務）

第２３条 町議会議員は、町民の信託に応え、高い倫理性のもと、公正かつ誠実

に職務を遂行するとともに、一部団体及び地域の代表にとどまらず、常に町

民全体の福祉の向上を念頭に置き行動しなければなりません。

２ 町議会議員は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するとと

もに、広く町民の声に耳を傾け、これを町政に反映させるよう積極的に政策

を提案し、その実現に向けて最大限努力しなければなりません。

３ 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、町政の課題全般について町民

の意見を把握するとともに、自己の能力を高めるために研鑽し、審議能力及

び政策立案能力の向上に努めなければなりません。

（執行機関の役割と責務）

第２４条 町長は、町の代表者として、町民の信託に応え、町民全体の福祉の向

上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、住民自治を基本とするとともに、

他の執行機関と連携し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければなりません。

２ 町長は、町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとと

もに、具体的施策により課題解決を図らなければなりません。

３ 町長は、施策の執行に当たっては、町民及び町議会への説明責任を果たすと

ともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体

のまちづくりの推進に努めなければなりません。

４ 町長は、前３項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努める

とともに、町職員の育成及び能力の向上を図り、町民のための施策の遂行に

努めなければなりません。

（町職員の役割と責務）

第２５条 町職員は、町民全体のために働く者として法令等を遵守し、効率的で

公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければなりません。

２ 町職員は、その職務を遂行するに当たって創意工夫を行い、町民に対して丁

寧で分かりやすい説明に努めなければなりません。
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３ 町職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修に積

極的に参加する等研鑽に努めなければなりません。

４ 町職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域の公共的課題の把握及び解

決に努めるとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めるもの

とします。

第９章 町政運営

（総合計画）

第２６条 町長は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を

運営するため、この条例で定められたまちづくりの基本理念及び基本原則に

基づき、町の最上位計画として総合計画を策定するものとします。

２ 町長は、個別計画を策定するときは、総合計画との整合を図らなければなり

ません。

３ 町長は、総合計画について、適切な進行管理を行うとともに、社会情勢に十

分配慮し、必要に応じて見直しを行わなければなりません。

４ 町長は、総合計画の策定、見直しに当たっては、幅広く町民の参画を得て行

わなければなりません。

（財政運営）

第２７条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、財源を効果的かつ効率的

に活用し、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければなりませ

ん。

２ 町長は、予算、決算などの財政状況について、別に定めるところにより、町

民が具体的に把握できるように公表しなければなりません。

（政策法務）

第２８条 町は、町民のニーズや地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実

現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を適正かつ効果的に活用

しなければなりません。

２ 町は、この条例に基づき、条例、規則等の整備や体系化に努めなければなり

ません。

（法令遵守及び公益通報）

第２９条 町は、常に法令を遵守し、町政を公正に運営しなければなりません。

２ 町長は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、町職員の公

益通報について必要な措置を講じなければなりません。

３ 町職員は、公正な町政を妨げ、町に対する町民の信頼を損なう行為が行われ

ていることを知ったときは、その事実を速やかに通報しなければなりません。

４ 正当な公益通報を行った町職員は、そのことを理由に不当な扱いをされる

ことのないよう保障されなければなりません。
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５ 公益通報に関して必要な事項は別に定めます。

（説明責任及び応答責任）

第３０条 町は、町政運営における政策の企画立案、実施、評価及び見直しの各

過程における経過や内容、目標の達成状況等の情報を町民に明らかにし、町

政に対する理解と信頼を得られるよう努めなければなりません。

２ 町は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があったときは、

速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければなりません。

（広報広聴、パブリックコメント）

第３１条 町は、町政の方針及び動向等の情報について、多様な手段で分かりや

すい広報を行い、また、多様な手法で町民の意見を聴くよう努めるものとし

ます。

２ 町は、重要な条例の制定及び改廃並びに計画の策定及び改廃を町議会に提

案し、又は決定しようとするときは、これらの案を公表し、パブリックコメ

ントを行うなど、町民からの意見、提案を広く求めなければなりません。

３ パブリックコメントの実施について必要な事項は別に定めます。

（行政手続）

第３２条 執行機関は、町民の権利及び利益の保護を目的に、別に定めるところ

により、処分、行政指導及び届出に関する手続について、公正の確保と透明

性の向上を図らなければなりません。

（行政評価）

第３３条 執行機関は、効果的かつ効率的な町政運営を進めるため、町の政策等

の評価を実施し、その結果について、町民に分かりやすく公表するよう努め

なければなりません。

２ 執行機関は、行政評価の結果を、総合計画の進行管理並びに予算、事業及び

組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。

（外部監査）

第３４条 町は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、別に定めるところ

により、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなけ

ればなりません。

（危機管理）

第３５条 町は、町民、関係機関及び他の地方自治体との協力及び連携により、

災害発生等の不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に

努めなければなりません。

２ 町は、危機管理体制の一環として町民の自主防災機能の強化を図るため、町

民の活動を積極的に支援するよう努めるものとします。

３ 町民は、災害発生等においては、自らを守る自助及び地域で支えあう共助を
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理念として、相互に連携し、助け合うよう努めなければなりません。

第１０章 町民投票

（町民投票）

第３６条 町長は、町政に関する重要事項について、広く町民の意思を確認する

必要があると認めたときは、町議会の議決を経て、町民投票を実施すること

ができます。

２ 町長は、河合町の有権者がその総数の５０分の１以上の者の連署をもって、

その代表者から町民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決

されたときはこれを実施しなければなりません。

３ 町民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の町

民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。

４ 町は、町民投票の結果を尊重しなければなりません。

第１１章 連携

（広域連携）

第３７条 町は、共通する課題を解決するため、他の地方自治体、国及びその他

の機関と相互に連携を図りながら協力して、まちづくりを推進しなければな

りません。

２ 町民は、他の地方自治体の住民や団体等と交流及び連携を図り、その知恵や

意見をまちづくりに活用するよう努めるものとします。

第１２章 条例の位置づけ及び見直し

（自治の最高規範）

第３８条 この条例は、河合町における自治の最高規範であり、町民及び町は、

この条例を遵守しなければなりません。

２ 町は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用に当たっては、

この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。

（条例の見直し）

第３９条 町長は、この条例の施行後５年を超えない期間ごとに、この条例の内

容に見直しが必要か検討しなければなりません。

２ 前項の規定による検討を行うに当たっては、多様な手段を用いて町民の意

見を聞くとともに、これを反映させなければなりません。

（運用）

第４０条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保

するため、（仮称）河合町まちづくり基本条例推進委員会（以下「推進委員会」

といいます。）を設置します。

２ 推進委員会は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行

い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができます。
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３ 前２項に規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事

項は、町長が定めます。

附則

この条例は、令和 年 月 日から施行します。


